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(57)【要約】
【課題】運転者の健康状態を考慮して車両運転時のサポ
ートを行う安全運転支援システムを提供する。
【解決手段】本発明によると、端末特定情報を備えるウ
ェアラブル端末と、運転者の生体情報を取得する第１の
センサおよび第２のセンサと、運転者の許容情報と第１
の生体情報とを比較して、運転者が運転可能な状態であ
るかを判定する基準判定部を備える安全運転支援車載装
置と、を備え、基準判定部は、心拍数が所定数以上であ
るか、皮膚温度変化が所定数以上であるか、発汗量の増
加が所定数以上であるかどうかのうち少なくとも１つと
、血糖値が所定数未満であるかと、を判定し、安全運転
支援車載装置は、運転者が運転する車両を制御する車両
制御部に接続し、基準判定部の判定結果に基づいて、車
両の運行状態を制御する安全運転支援システム安全運転
支援システムが提供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
端末特定情報を備えるウェアラブル端末と、
運転者の生体情報を取得する第１のセンサおよび第２のセンサと、
前記運転者の許容情報と前記第１のセンサ及び前記第２のセンサから受信した第１の生体
情報とを比較して、前記運転者が運転可能な状態であるかを判定する基準判定部を備える
安全運転支援車載装置と、を備える安全運転支援システムであって、
前記許容情報は、心拍数が所定数未満、皮膚温度変化が所定数未満、又は発汗量の増加が
所定数未満であることのうち少なくとも１つと、血糖値が所定数以上であることであり、
前記第１のセンサは脈拍計、体温計、又は発汗計のうち少なくとも１つを含み、前記第２
のセンサは間質液中グルコース濃度測定器を含み、
前記第１の生体情報は心拍数、皮膚温度変化、又は発汗量変化のうち少なくとも１つと、
血糖値とであり、
前記基準判定部は、前記脈拍計で測定された心拍数が所定数以上であるか、前記体温計で
測定された皮膚温度変化が所定数以上であるか、又は前記発汗計で測定された発汗量の増
加が所定数以上であるかどうか、のうち少なくとも１つと、前記間質液中グルコース濃度
測定器で測定された血糖値が所定数未満であるかと、を判定し、
前記安全運転支援車載装置は、前記運転者が運転する車両を制御する車両制御部に接続し
、
前記基準判定部の判定結果に基づいて、前記車両の運行状態を制御することを特徴とする
安全運転支援システム。
【請求項２】
前記基準判定部が、前記脈拍計で測定された心拍数が所定数以上である、前記体温計で測
定された皮膚温度変化が所定数以上である、前記発汗計で測定された発汗量の増加が所定
数以上である、又は前記間質液中グルコース濃度測定器で測定された血糖値が所定数未満
である、のうち少なくとも１つと判定した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記運
転者に糖分補給の注意喚起をすることを特徴とする請求項１に記載の安全運転支援システ
ム。
【請求項３】
前記基準判定部が、前記脈拍計で測定された心拍数が所定数以上である、前記体温計で測
定された皮膚温度変化が所定数以上である、又は前記発汗計で測定された発汗量の増加が
所定数以上である、のうち少なくとも１つと、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定
された血糖値が所定数未満であると判定した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記
運転者に停車の注意喚起をすることを特徴とする請求項１又は２に記載の安全運転支援シ
ステム。
【請求項４】
前記許容情報は、血糖値が５０ｍｇ／ｄＬ以上であることであり、
前記基準判定部が、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定された血糖値が５０ｍｇ／
ｄＬ未満であると判定した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記車両制御部に停車
信号を送信し、
前記車両制御部は前記車両を停車させることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に
記載の安全運転支援システム。
【請求項５】
前記安全運転支援車載装置は、表示部と音声出力部とを含む出力部をさらに備え、
前記表示部は、前記運転者に糖分補給または停車を促す表示をし、
前記音声出力部は、前記運転者に糖分補給または停車を促す音声を出力して、前記注意喚
起を行うことを特徴とする請求項２または３に記載の安全運転支援システム。
【請求項６】
前記安全運転支援車載装置と通信可能な位置情報受信部と、
前記車両の外部に配設され、前記安全運転支援車載装置と通信可能なサーバと、をさらに
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備え、
前記基準判定部が、前記脈拍計で測定された心拍数が所定数以上である、前記体温計で測
定された皮膚温度変化が所定数以上である、又は前記発汗計で測定された発汗量の増加が
所定数以上である、のうち少なくとも１つと、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定
された血糖値が所定数未満であると判定した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記
運転者の情報と、前記位置情報受信部が受信した前記車両の位置情報と、前記サーバへ前
記運転者の異常を知らせる信号を送信することを特徴とする請求項２、３又は５に記載の
安全運転支援システム。
【請求項７】
前記安全運転支援車載装置と通信可能な位置情報受信部をさらに備え、
前記基準判定部が、前記脈拍計で測定された心拍数が所定数以上である、前記体温計で測
定された皮膚温度変化が所定数以上である、又は前記発汗計で測定された発汗量の増加が
所定数以上である、のうち少なくとも１つと、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定
された血糖値が所定数未満であると判定した場合に、前記車両制御部は、前記安全運転支
援車載装置から受信した運行条件に従って、前記車両の減速及び先行車両との車間距離を
調整し、
前記位置情報受信部は、前記車両の位置情報を取得するとともに、前記車両が停車可能な
位置情報を検索し、
前記車両が停車可能な位置情報を取得した場合に、前記表示部は、前記車両が停車可能な
位置情報を表示し、
前記音声出力部は、前記運転者に前記車両を誘導するための音声を出力することを特徴と
する請求項５に記載の安全運転支援システム。
【請求項８】
前記安全運転支援車載装置は、表示部と音声出力部とを含む出力部をさらに備え、
前記音声出力部は、前記車両が緊急停車することを知らせる音声を車外に出力し、
前記車両制御部は、前記車両のハザードランプを点滅させることを特徴とする請求項４に
記載の安全運転支援システム。
【請求項９】
前記安全運転支援車載装置と通信可能な位置情報受信部と、
前記車両の外部に配設され、前記安全運転支援車載装置と通信可能なサーバと、をさらに
備え、
前記基準判定部が、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定された血糖値が５０ｍｇ／
ｄＬ未満であると判定した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記運転者の情報と、
前記位置情報受信部が受信した前記車両の位置情報と、救助信号とを前記サーバへ送信す
ることを特徴とする請求項４又は８に記載の安全運転支援システム。
【請求項１０】
前記基準判定部が、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定された血糖値が５０ｍｇ／
ｄＬ未満であると判定した場合に、前記車両制御部は、前記安全運転支援車載装置から受
信した運行条件に従って、前記車両の減速及び先行車両との車間距離を調整し、
前記位置情報受信部は、前記車両の位置情報を取得するとともに、前記車両が停車可能な
位置情報を検索し、
前記車両が停車可能な位置情報を取得した場合に、前記車両制御部は、前記車両が停車可
能な位置情報に基づいて、前記車両を停車させることを特徴とする請求項９に記載の安全
運転支援システム。
【請求項１１】
前記運転者の生体情報を取得する第３のセンサと、
前記安全運転支援車載装置に含まれた、前記運転者を認証する認証部と、をさらに備え、
前記認証部は、前記ウェアラブル端末の前記端末特定情報に基づいて、前記運転者を認証
する第１の認証処理と、
前記運転者の認証情報に含まれる第２の生体情報と、前記第３のセンサから受信した第３
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の生体情報とを比較して、前記運転者を認証する第２の認証処理と、を行うことを特徴と
する請求項１に記載の安全運転支援システム。
【請求項１２】
前記基準判定部が、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定された血糖値が所定数以上
であると判定した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記車両制御部にエンジンの始
動を許可する信号を送信し、
前記車両制御部は、前記運転者のエンジン始動操作に応じて、エンジンを始動させること
を特徴とする請求項１１に記載の安全運転支援システム。
【請求項１３】
前記基準判定部が、前記脈拍計で測定された心拍数が所定数以上である、前記体温計で測
定された皮膚温度変化が所定数以上である、又は前記発汗計で測定された発汗量の増加が
所定数以上ある、のうち少なくとも１つと、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定さ
れた血糖値が所定数未満であると判定した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記車
両制御部にエンジンの始動を許可する信号を送信しないことを特徴とする請求項１１に記
載の安全運転支援システム。
【請求項１４】
前記運転者の許容情報は、医療従事者用端末から入力され、
前記車両の外部に配設され、前記安全運転支援車載装置と通信可能なサーバ、又は前記ウ
ェアラブル端末の記憶部の前記医療従事者用端末からのみアクセス可能な領域に格納され
ることを特徴とする請求項１乃至１２の何れか一に記載の安全運転支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、運転者の健康状態を考慮して車両運転時のサポートを行う安全運転支援システ
ムに関する。本発明の一実施形態は、特に、低血糖症の患者による自動車の運転をサポー
トする安全運転支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、行政と自動車メーカーとの連携の下、自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制
装置等を搭載した車（安全運転サポート車）が普及しつつある。安全運転サポート車は、
７５歳以上の高齢運転者による死亡事故件数の増加への対策として開発されたものであり
、運転者による誤操作等に対応する機能を自動車に付与したものである。また、自動車の
自動走行への試みも種々なされているが、実用化には至っていない。
【０００３】
一方、高齢運転者による死亡事故の他に、近年、運転者の意識障害等に起因した死亡事故
等も社会問題化している。このような状況下、平成２５年１１月２７日に施行された自動
車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第三条（危険運転致死傷）の
第２項には、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影
響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し
、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者は十
二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処すること（所謂、病気
運転致死傷罪）が規定されている。
【０００４】
また、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として、平成２６年５月２０日に施
行された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の第三条に
は、自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠く
こととなるおそれがある症状を呈する統合失調症、意識障害又は運動障害をもたらす発作
が再発するおそれがあるてんかん（発作が睡眠中に限り再発するものを除く。）、再発性
の失神（脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発する
おそれがあるものをいう。）、自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作の
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いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症、自動車の安全
な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれ
がある症状を呈するそう鬱病（そう病及び鬱病を含む。）、及び重度の眠気の症状を呈す
る睡眠障害が規定されている。
【０００５】
ここで低血糖症とは、血糖値が低く、且つ交感神経症状や中枢神経症状が存在することを
特徴とする疾患である。交感神経症状とは、発汗、動悸、手の震えなどの症状である。中
枢神経症状とは、めまい、眠気、脱力、集中力低下、痙攣、昏睡などの症状であり、対応
が遅れると脳に恒久的なダメージを与えることがある。交感神経症状が出現する血糖閾値
は中枢神経症状の血糖閾値に比べて高いことから、一般的には、中枢神経症状発症前に交
感神経症状を自覚する。しかしながら、高齢者や自律神経障害のある患者、低血糖を繰り
返している場合や乳幼児では交感神経症状が出ないでいきなり失神、昏睡に至ることがあ
り、これを無自覚低血糖症という。無自覚性低血糖症の場合、血糖コントロールが困難な
場合が多く、人為的に血糖を調節することができない場合は、運転免許を与えられないも
しくは保留されることがある。一方で、低血糖症患者であっても、多くの場合、糖分の摂
取や薬剤の適正な服用によって、発症を抑制することは可能である。このため、無自覚性
ではない低血糖症患者や、人為的に血糖値を調節できる低血糖症患者であれば、自動車の
運転免許の取得や更新を行うことができる。
【０００６】
低血糖症は特にインスリンやスルホニル尿素薬、速効型インスリン分泌促進薬などを使用
している糖尿病患者に高い頻度でみられ、糖尿病患者の数は年々増加の傾向にある。現在
、日本全体で１０００万人の糖尿病患者がいるものと推定される。また、糖尿病治療薬で
なくても、一部の抗不整脈薬やキノロン系の抗菌薬でも低血糖症が起こることが知られて
いる。自動車は主要な交通手段の一つであることから、発症を十分に抑制された低血糖症
患者に自動車の運転を禁止することは、低血糖症患者が自立した生活を送る上での大きな
障害となりうる。このため、運転中での突発的な低血糖症発症に対応可能な安全運転支援
システムの開発が望まれる。
【０００７】
運転者の健康状態を考慮して車両を制御する車両制御システムとして、例えば、特許文献
１には、運転者の身体に装着して運転者の生体情報を取得するウェアラブル端末と、通信
部を有し、車両に搭載して車両を制御する車載装置と、を備える車両制御システムにおい
て、車載装置は、生体情報が平常であるか否かを判断するための許容情報を記憶する許容
情報記憶部と、ウェアラブル端末から生体情報を取得する生体情報受信部と、許容情報記
憶部に記憶された許容情報を用いて、生体情報受信部が受信した生体情報が、許容範囲内
にあるか否かを判定する基準判定部と、基準判定部により生体情報が許容範囲外であると
判定されたことに応じて、走行中の車両を減速させて停止させる車両制御部と、を備える
ことが記載されている。
【０００８】
また、特許文献１には、生体情報が許容範囲外であると判定された場合に、運転者が運転
できない状態であることを周辺に位置する車両に対して注意喚起情報を送信することが記
載されている。さらに、特許文献１には、車両に搭載されたカーナビゲーションシステム
から車両の走行位置を特定し、特定されたその車両の走行位置によりその車両の徐行及び
停止が可能であるか否かを判定して車両を停止させることも記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１６－１８４７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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特許文献１は、運転者の生体情報に基づいて走行中の車両を減速させて停止させたり、周
囲の車両に注意を喚起したりするシステムであるが、居眠り運転の防止や心停止時の対処
を前提したシステムであるため、運転者が運転不能状態になった場合に作動することとな
り、低血糖症患者の安全運転を支援するには十分なシステムとは言い難い。また、特許文
献１には、運転者を特定する手段がなく、他人のウェアラブル端末を借りて不正に運転す
る場合に、これを妨げる手段がない。
【００１１】
本発明は、上述した問題を解決するものであって、運転者の健康状態を考慮して車両運転
時のサポートを行う安全運転支援システムを提供する。一実施形態において、低血糖症の
患者による自動車の運転をサポートする安全運転支援システムを提供する。また、一実施
形態において、運転者を特定して、自動車を不正に運転できないようにする安全運転支援
システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明の一実施形態によると、端末特定情報を備えるウェアラブル端末と、運転者の生体
情報を取得する第１のセンサおよび第２のセンサと、前記運転者の許容情報と前記第１の
センサ及び前記第２のセンサから受信した第１の生体情報とを比較して、前記運転者が運
転可能な状態であるかを判定する基準判定部を備える安全運転支援車載装置と、を備える
安全運転支援システムであって、前記許容情報は、心拍数が所定数未満、皮膚温度変化が
所定数未満、又は発汗量の増加が所定数未満であることのうち少なくとも１つと、血糖値
が所定数以上であることであり、前記第１のセンサは脈拍計、体温計、又は発汗計のうち
少なくとも１つを含み、前記第２のセンサは間質液中グルコース濃度測定器を含み、前記
第１の生体情報は心拍数、皮膚温度変化、又は発汗量変化のうち少なくとも１つと、血糖
値とであり、前記基準判定部は、前記脈拍計で測定された心拍数が所定数以上であるか、
前記体温計で測定された皮膚温度変化が所定数以上であるか、又は前記発汗計で測定され
た発汗量の増加が所定数以上であるかどうか、のうち少なくとも１つと、前記間質液中グ
ルコース濃度測定器で測定された血糖値が所定数未満であるかと、を判定し、前記安全運
転支援車載装置は、前記運転者が運転する車両を制御する車両制御部に接続し、前記基準
判定部の判定結果に基づいて、前記車両の運行状態を制御することを特徴とする安全運転
支援システムが提供される。
【００１３】
前記基準判定部が、前記脈拍計で測定された心拍数が所定数以上である、前記体温計で測
定された皮膚温度変化が所定数以上である、前記発汗計で測定された発汗量の増加が所定
数以上である、又は前記間質液中グルコース濃度測定器で測定された血糖値が所定数未満
である、のうち少なくとも１つと判定した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記運
転者に糖分補給の注意喚起をしてもよい。
【００１４】
前記基準判定部が、前記脈拍計で測定された心拍数が所定数以上である、前記体温計で測
定された皮膚温度変化が所定数以上である、又は前記発汗計で測定された発汗量の増加が
所定数以上である、のうち少なくとも１つと、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定
された血糖値が所定数未満であると判定した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記
運転者に停車の注意喚起をしてもよい。
【００１５】
前記許容情報は、血糖値が５０ｍｇ／ｄＬ以上であることであり、前記基準判定部が、前
記間質液中グルコース濃度測定器で測定された血糖値が５０ｍｇ／ｄＬ未満であると判定
した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記車両制御部に停車信号を送信し、前記車
両制御部は前記車両を停車させてもよい。
【００１６】
前記安全運転支援車載装置は、表示部と音声出力部とを含む出力部をさらに備え、前記表
示部は、前記運転者に糖分補給または停車を促す表示をし、前記音声出力部は、前記運転
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者に糖分補給または停車を促す音声を出力して、前記注意喚起を行ってもよい。
【００１７】
前記安全運転支援車載装置と通信可能な位置情報受信部と、前記車両の外部に配設され、
前記安全運転支援車載装置と通信可能なサーバと、をさらに備え、前記基準判定部が、前
記脈拍計で測定された心拍数が所定数以上である、前記体温計で測定された皮膚温度変化
が所定数以上である、又は前記発汗計で測定された発汗量の増加が所定数以上である、の
うち少なくとも１つと、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定された血糖値が所定数
未満であると判定した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記運転者の情報と、前記
位置情報受信部が受信した前記車両の位置情報と、前記サーバへ前記運転者の異常を知ら
せる信号を送信してもよい。
【００１８】
前記安全運転支援車載装置と通信可能な位置情報受信部をさらに備え、前記基準判定部が
、前記脈拍計で測定された心拍数が所定数以上である、前記体温計で測定された皮膚温度
変化が所定数以上である、又は前記発汗計で測定された発汗量の増加が所定数以上である
、のうち少なくとも１つと、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定された血糖値が所
定数未満であると判定した場合に、前記車両制御部は、前記安全運転支援車載装置から受
信した運行条件に従って、前記車両の減速及び先行車両との車間距離を調整し、前記位置
情報受信部は、前記車両の位置情報を取得するとともに、前記車両が停車可能な位置情報
を検索し、前記車両が停車可能な位置情報を取得した場合に、前記表示部は、前記車両が
停車可能な位置情報を表示し、前記音声出力部は、前記運転者に前記車両を誘導するため
の音声を出力してもよい。
【００１９】
前記安全運転支援車載装置は、表示部と音声出力部とを含む出力部をさらに備え、前記音
声出力部は、前記車両が緊急停車することを知らせる音声を車外に出力し、前記車両制御
部は、前記車両のハザードランプを点滅させてもよい。
【００２０】
前記安全運転支援車載装置と通信可能な位置情報受信部と、前記車両の外部に配設され、
前記安全運転支援車載装置と通信可能なサーバと、をさらに備え、前記基準判定部が、前
記間質液中グルコース濃度測定器で測定された血糖値が５０ｍｇ／ｄＬ未満であると判定
した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記運転者の情報と、前記位置情報受信部が
受信した前記車両の位置情報と、救助信号とを前記サーバへ送信してもよい。
【００２１】
前記基準判定部が、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定された血糖値が５０ｍｇ／
ｄＬ未満であると判定した場合に、前記車両制御部は、前記安全運転支援車載装置から受
信した運行条件に従って、前記車両の減速及び先行車両との車間距離を調整し、前記位置
情報受信部は、前記車両の位置情報を取得するとともに、前記車両が停車可能な位置情報
を検索し、前記車両が停車可能な位置情報を取得した場合に、前記車両制御部は、前記車
両が停車可能な位置情報に基づいて、前記車両を停車させてもよい。
【００２２】
前記運転者の生体情報を取得する第３のセンサと、前記安全運転支援車載装置に含まれた
、前記運転者を認証する認証部とをさらに備え、前記認証部は、前記ウェアラブル端末の
前記端末特定情報に基づいて、前記運転者を認証する第１の認証処理と、前記運転者の認
証情報に含まれる第２の生体情報と、前記第３のセンサから受信した第３の生体情報とを
比較して、前記運転者を認証する第２の認証処理と、を行ってもよい。
【００２３】
前記基準判定部が、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定された血糖値が所定数以上
であると判定した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記車両制御部にエンジンの始
動を許可する信号を送信し、前記車両制御部は、前記運転者のエンジン始動操作に応じて
、エンジンを始動させてもよい。
【００２４】
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前記基準判定部が、前記脈拍計で測定された心拍数が所定数以上である、前記体温計で測
定された皮膚温度変化が所定数以上である、又は前記発汗計で測定された発汗量の増加が
所定数以上ある、のうち少なくとも１つと、前記間質液中グルコース濃度測定器で測定さ
れた血糖値が所定数未満であると判定した場合に、前記安全運転支援車載装置は、前記車
両制御部にエンジンの始動を許可する信号を送信しなくてもよい。
【００２５】
前記運転者の許容情報は、医療従事者用端末から入力され、前記車両の外部に配設され、
前記安全運転支援車載装置と通信可能なサーバ、又は前記ウェアラブル端末の記憶部の前
記医療従事者用端末からのみアクセス可能な領域に格納されてもよい。
【発明の効果】
【００２６】
本発明の方法によると、運転者の健康状態を考慮して車両運転時のサポートを行う安全運
転支援システムが提供される。一実施形態において、低血糖症の患者による自動車の運転
をサポートする安全運転支援システムが提供される。また、一実施形態において、運転者
を特定して、自動車を不正に運転できないようにする安全運転支援システムが提供される
。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態に係る安全運転支援システム１００を示す模式図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る安全運転支援システム１００ａを示す模式図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る安全運転支援システム１００ｂを示す模式図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るウェアラブル端末１０を示す模式図であり、（ａ）は
ウェアラブル端末１０を示す模式図であり、（ｂ）はウェアラブル端末１０を示すブロッ
ク構成図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るウェアラブル端末１０の通信方法を示す模式図である
。
【図６】本発明の一変形例に係るウェアラブル端末１０Ａを示す模式図であり、（ａ）は
ウェアラブル端末１０Ａの斜視図であり、（ｂ）は（ａ）の線分ＡＡ’におけるウェアラ
ブル端末１０Ａの断面図であり、（ｃ）は（ａ）の線分ＡＡ’におけるウェアラブル端末
１０Ａの断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る専用送受信機２０を示すブロック構成図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る安全運転支援車載装置３０を示すブロック構成図であ
る。
【図９】本発明の一実施形態に係る間質液中グルコース濃度計測部４１及びセンサ４３の
ブロック構成図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係るウェアラブル端末１０の識別方法を説明する模式図
である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る安全運転支援システム１００を用いた運転者１の認
証方法を説明するフロー図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る安全運転支援車載装置３０での運転者１の認証方法
を説明するフロー図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る安全運転支援車載装置３０での運転者１の状態の判
定方法を説明するフロー図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る安全運転支援システム１００による安全運転支援方
法を説明するフロー図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係る安全停車支援方法を説明するフロー図である。
【図１６】本発明の一実施形態に係る安全停車支援方法を説明する模式図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係る安全停車支援方法を説明するフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
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以下、図面を参照して本発明に係る安全運転支援システムについて説明する。本発明に係
る安全運転支援システムは、以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるもの
ではない。なお、本実施の形態で参照する図面において、同一部分又は同様な機能を有す
る部分には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。
【００２９】
図１は、本発明の一実施形態に係る安全運転支援システム１００を示す模式図である。安
全運転支援システム１００は、例えば、ウェアラブル端末１０と、安全運転支援車載装置
３０と、を備える。図２は、本発明の一実施形態に係る安全運転支援システム１００ａを
示す模式図である。安全運転支援システム１００ａは、安全運転支援システム１００を拡
張した安全運転支援システムであり、例えば、安全運転支援システム１００を備えた車両
５０、サーバ１０１、医療機関１１０、行政機関１３０及び民間企業１４０で構成される
が、これに限定されるものではない。サーバ１０１は、例えば、安全運転支援システム１
００と無線通信を介して接続可能なサーバであり、医療機関１１０、行政機関１３０及び
／又は民間企業１４０と有線通信又は無線通信を介して接続される。即ち、サーバ１０１
は、安全運転支援システム１００ａにおいて、安全運転支援システム１００と医療機関１
１０、行政機関１３０及び／又は民間企業１４０とを接続するためのハブとして機能する
サーバである。サーバ１０１のハードウェアは特に限定されず、公知のサーバ及び公知の
サーバが備える各種の電子機器により構成される。
【００３０】
一実施形態において、サーバ１０１は、運転者１の情報とウェアラブル端末１０の端末特
定情報を関連付けて格納してもよい。運転者１の情報とは、運転者１の氏名、住所、病歴
等であり、運転者１を特定する情報であればよい。また、運転者１の情報には、例えば、
運転者１が車両を運転することを許可されていることを示すコード等を含むことが好まし
い。また、運転者１の疾患等により、運転者１をモニタリングするためのセンサを指定す
る情報を含んでもよい。また、一実施形態において、サーバ１０１は、運転者１の許容情
報を格納してもよい。
【００３１】
運転者１の許容情報とは、運転者１が車両を運転するのを許容するための生体情報に基づ
く基準である。許容情報は、運転者１による運転を制限する基準でもあるため、運転者１
が有する疾患等により、生体情報の種類、及び生体情報の種類毎の適正な基準が医療従事
者により設定される。一実施形態において、運転者１が低血糖症患者である場合、例えば
、交感神経症状の有無を示す値と血糖値とを基準とした許容情報を用いることができる。
【００３２】
交感神経症状の有無を示す値とは、例えば、心拍数、皮膚温度変化、又は発汗量変化など
であってもよい。また、それぞれの値の変化量は単位時間当たりの変化量であってもよい
。例えば、低血糖症による交感神経症状として心拍数が所定数以上となる場合、その後に
中枢神経症状が起こるリスクが高まる。このため、心拍数が所定数未満であることを許容
情報としてもよい。同様に、低血糖症による交感神経症状として皮膚温度変化が所定数以
上となる場合、その後に中枢神経症状が起こるリスクが高まる。このため、皮膚温度変化
が所定数未満であることを許容情報としてもよい。低血糖症による交感神経症状として特
定部位の発汗（冷や汗）が認められる場合も、その後に中枢神経症状が起こるリスクが高
まる。このため、発汗量の増加が所定数未満であることを許容情報としてもよい。交感神
経症状の種類および有無を示す値は個人差があることから、医療従事者により適宜設定さ
れる。また、交感神経症状の有無を示す値を基準とした許容情報は、複数用いてもよい。
許容情報として交感神経症状の有無を示す値を複数有することで、運転者１の交感神経症
状を検出する精度が向上する。
【００３３】
一実施形態において、サーバ１０１の運転者１の情報を格納する記憶領域と、運転者１の
許容情報を格納する記憶領域とは、医療従事者等の専門家のみがアクセス可能な領域に格
納されることが好ましい。医療従事者用端末１１１は、サーバ１０１と接続することによ
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り、運転者１の情報と許容情報を書き換えることができる。したがって、本実施形態にお
いて、運転者１の情報及び許容情報は、医療従事者用端末１１１を操作可能な者、即ち、
医療従事者等の専門家のみが書き換え可能である。
【００３４】
車両５０は、車載された無線通信手段を備え、無線通信を介して、安全運転支援システム
１００とサーバ１０１とは通信可能である。無線通信として、例えば、移動体通信ネット
ワークを用いることができる。一実施形態において、安全運転支援システム１００は、運
転者１が所有する携帯電話、スマートフォン、ｉＰａｄ（登録商標）等のタブレット型端
末又は専用送受信機の回線を介して、サーバ１０１と接続されてもよい。または、車両５
０に移動体通信ネットワークと接続可能な専用の無線通信装置が搭載されていてもよい。
【００３５】
医療機関１１０は、少なくとも運転者１の所謂かかりつけ医を含む。また、医療機関１１
０は、各種の病院及び医院を含む。医療機関１１０は、医療従事者用端末１１１を備え、
サーバ１０１と有線通信又は無線通信を介して接続される。したがって、医療従事者用端
末１１１は、サーバ１０１を介して、安全運転支援システム１００と接続可能である。な
お、医療従事者用端末１１１は、汎用のコンピュータ端末でよく、専用の端末であっても
よい。例えば、医療従事者用端末１１１には、パーソナルコンピュータ、ｉＰａｄ等のタ
ブレット型端末、スマートフォン等のメールを受信可能な端末を用いることができる。一
実施形態において、医療従事者用端末１１１は、サーバ１０１を介さずに、上述した移動
体通信ネットワークを介して、安全運転支援システム１００と接続してもよい。医療従事
者用端末１１１は、安全運転支援システム１００から、運転者１の生体情報を受信し、医
療従事者が運転者１の生体情報をモニタリングすることを可能にしてもよい。また、運転
者１の生体情報に異常が検出されたときに、安全運転支援システム１００から、医療従事
者用端末１１１に異常を通知してもよい。一実施形態において、医療従事者用端末１１１
が安全運転支援システム１００から運転者１の生体情報の異常を通知された場合、医療従
事者が運転者１の生体情報を確認した上で、行政機関１３０又は民間企業１４０に運転者
１の支援や救助を要請することが好ましい。
【００３６】
また、一実施形態において、医療従事者用端末１１１は、複数の医療機関１１０に設置さ
れてもよい。安全運転支援システム１００から運転者１の生体情報の異常を通知する医療
従事者用端末１１１の優先順位（運転者１の生体情報の異常を通知する医療機関１１０の
優先順位）をサーバ１０１に登録しておき、運転者１の生体情報に異常が検出されたとき
に、サーバ１０１は、登録された優先順位に従って、運転者１の生体情報の異常を医療従
事者用端末１１１に通知してもよい。サーバ１０１は、優先順位が１番目の医療従事者用
端末１１１（例えば、かかりつけ医）に運転者１の生体情報の異常を通知し、１番目の医
療従事者用端末１１１からの応答がない場合に、優先順位が２番目の医療従事者用端末１
１１（例えば、地域の中核病院等）に運転者１の生体情報の異常を通知してもよい。また
、一実施形態において、１番目の医療従事者用端末１１１からの応答がない場合に、運転
者１の家族のタブレット型端末、スマートフォン等のメールを受信可能な端末に運転者１
の生体情報の異常を通知してもよい。医療従事者用端末１１１は、安全運転支援システム
１００ａにおいて、安全運転支援システム１００から取得した運転者１の生体情報等を表
示可能なアプリケーションを主記憶装置に格納して実行するか、インターネットブラウザ
を介して、サーバ１０１から提供される運転者１の生体情報を表示させてもよい。
【００３７】
また、一実施形態において、安全運転支援システム１００から取得した運転者１の生体情
報は、サーバ１０１に格納されてもよい。医療従事者等の専門家は、医療従事者用端末１
１１を介して、サーバ１０１に格納され、蓄積された運転者１の生体情報を閲覧すること
ができる。医療従事者は、運転者１の定期的な診察の際に、運転者１の診察結果と、蓄積
された運転者１の生体情報に基づいて、許容情報を適切に調整することができる。このた
め、医療従事者等の専門家は、医療従事者用端末１１１を介して調整した許容情報をサー
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バ１０１に格納することにより、定期的に許容情報を更新してもよい。交感神経症状や中
枢神経症状が発生する血糖値には個人差があり、患者の体調の影響も受けるため、許容情
報は、医療従事者により定期的に調整されることが好ましい。
【００３８】
行政機関１３０は、例えば、消防署（消防庁を含む）や警察署（警視庁を含む）を含むが
、これに限定されない。行政機関１３０は、行政機関用端末１３１を備え、サーバ１０１
と有線通信又は無線通信を介して接続される。したがって、行政機関用端末１３１は、サ
ーバ１０１を介して、安全運転支援システム１００及び医療従事者用端末１１１と接続可
能である。なお、行政機関用端末１３１は、汎用のコンピュータ端末でよく、専用の端末
であってもよい。例えば、行政機関用端末１３１には、パーソナルコンピュータ、ｉＰａ
ｄ等のタブレット型端末、スマートフォン等のメールを受信可能な端末を用いることがで
きる。一実施形態において、医療従事者用端末１１１が安全運転支援システム１００から
運転者１の生体情報の異常を通知された場合、医療従事者が運転者１の生体情報を確認し
た上で、行政機関１３０に運転者１の支援や救助を要請することが好ましい。安全運転支
援システム１００ａにおいては、医療従事者用端末１１１がサーバ１０１を介して、行政
機関用端末１３１と接続するため、医療従事者は、医療従事者用端末１１１を操作するこ
とにより、運転者１の支援や救助を行政機関１３０に要請することができる。
【００３９】
また、一実施形態において、行政機関用端末１３１は、サーバ１０１を介さずに、上述し
た移動体通信ネットワークを介して、安全運転支援システム１００と接続してもよい。行
政機関用端末１３１は、安全運転支援システム１００から、運転者１の生体情報を受信し
、行政機関１３０のオペレータが運転者１の生体情報をモニタリングすることを可能にし
てもよい。また、運転者１の生体情報に異常が検出されたときに、安全運転支援システム
１００から、行政機関用端末１３１に異常を通知してもよい。
【００４０】
行政機関１３０のオペレータは、医療機関１１０からの要請を受けた場合、又は行政機関
用端末１３１に運転者１の生体情報の異常が通知された場合に、安全運転支援システム１
００から、車両５０の位置情報を取得し、救急車１３３やパトロールカー（図示せず）を
車両５０の停車場所に派遣することができる。なお、行政機関用端末１３１は、汎用のコ
ンピュータ端末でよく、専用の端末であってもよい。行政機関用端末１３１は、安全運転
支援システム１００ａにおいて、安全運転支援システム１００から取得した運転者１の生
体情報等を表示可能なアプリケーションを主記憶装置に格納して実行するか、インターネ
ットブラウザを介して、サーバ１０１から提供される運転者１の生体情報を表示させても
よい。
【００４１】
民間企業１４０は、例えば、介護施設、訪問看護ステーションや民間の警備会社等を含む
。民間企業１４０は、民間企業用端末１４１を備え、サーバ１０１と有線通信又は無線通
信を介して接続される。したがって、民間企業用端末１４１は、サーバ１０１を介して、
安全運転支援システム１００及び医療従事者用端末１１１と接続可能である。なお、民間
企業用端末１４１は、汎用のコンピュータ端末でよく、専用の端末であってもよい。例え
ば、民間企業用端末１４１には、パーソナルコンピュータ、ｉＰａｄ等のタブレット型端
末、スマートフォン等のメールを受信可能な端末を用いることができる。一実施形態にお
いて、医療従事者用端末１１１が安全運転支援システム１００から運転者１の生体情報の
異常を通知された場合、医療従事者が運転者１の生体情報を確認した上で、民間企業１４
０に運転者１の支援や救助を要請することが好ましい。安全運転支援システム１００ａに
おいては、医療従事者用端末１１１がサーバ１０１を介して、民間企業用端末１４１と接
続するため、医療従事者は、医療従事者用端末１１１を操作することにより、運転者１の
支援や救助を民間企業１４０に要請することができる。
【００４２】
また、一実施形態において、民間企業用端末１４１は、サーバ１０１を介さずに、上述し
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た移動体通信ネットワークを介して、安全運転支援システム１００と接続してもよい。民
間企業用端末１４１は、安全運転支援システム１００から、運転者１の生体情報を受信し
、民間企業１４０のオペレータが運転者１の生体情報をモニタリングすることを可能にし
てもよい。また、運転者１の生体情報に異常が検出されたときに、安全運転支援システム
１００から、民間企業用端末１４１に異常を通知してもよい。
【００４３】
民間企業１４０のオペレータは、医療機関１１０からの要請を受けた場合、又は民間企業
用端末１４１に運転者１の生体情報の異常が通知された場合に、安全運転支援システム１
００から、車両５０の位置情報を取得し、支援車両１４３（例えば、介護職員や警備員が
搭乗した車両）を車両５０の停車場所に派遣することができる。なお、民間企業用端末１
４１は、汎用のコンピュータ端末でよく、専用の端末であってもよい。民間企業用端末１
４１は、安全運転支援システム１００ａにおいて、安全運転支援システム１００から取得
した運転者１の生体情報等を表示可能なアプリケーションを主記憶装置に格納して実行す
るか、インターネットブラウザを介して、サーバ１０１から提供される運転者１の生体情
報を表示させてもよい。なお、安全運転支援システム１００ａにおいては、医療機関１１
０と民間企業１４０が運転者１の生体情報を共有することができるため、民間企業１４０
のオペレータ、介護職員や警備員とは、医療従事者と連携して、又は医療従事者の指導の
下、運転者１に対して適切な支援や処置をすることができる。
【００４４】
また、一実施形態において、運転者１が介護施設である民間企業１４０の利用者である場
合に、サーバ１０１は、安全運転支援システム１００から医療従事者用端末１１１に運転
者１の異常を通知した後に、医療従事者用端末１１１が応答しなかった場合や、行政機関
用端末１３１又は民間企業用端末１４１へ運転者１の支援や救助を要請する操作が行われ
なかった場合に、民間企業用端末１４１へ運転者１の異常を通知するようにしてもよい。
この場合、民間企業１４０のオペレータは、民間企業用端末１４１を介して運転者１の状
況を確認すると共に、医療従事者と連携して、又は医療従事者の指導の下、運転者１に対
して適切な支援や処置をすることができる。また、民間企業１４０のオペレータは、民間
企業用端末１４１を介して運転者１の状況を確認すると共に、行政機関用端末１３１へ運
転者１の支援や救助を要請してもよい。サーバ１０１は、民間企業用端末１４１が応答し
なかった場合に、行政機関用端末１３１へ運転者１の異常を通知するようにしてもよい。
このように、サーバ１０１から運転者１の異常を通知する順番を規定してもよい。
【００４５】
なお、本発明に係る安全運転支援システムは、個人の運転者の安全運転支援にとどまるも
のではない。図３は、本発明の一実施形態に係る安全運転支援システム１００ｂを示す模
式図である。安全運転支援システム１００ｂは、安全運転支援システム１００を交通機関
に従事する運転者用に拡張した安全運転支援システムであり、例えば、安全運転支援シス
テム１００を備えたバス２００やタクシー２５０、サーバ１０１、医療機関１１０、行政
機関１３０及び交通機関１５０で構成されるが、これに限定されるものではない。サーバ
１０１は、例えば、安全運転支援システム１００と無線通信を介して接続可能なサーバで
あり、医療機関１１０、行政機関１３０及び交通機関１５０と有線通信又は無線通信を介
して接続される。その他の構成については、上述した構成と同様であるため、詳細な説明
は省略する。
【００４６】
交通機関１５０は、例えば、バスの運行会社やタクシー会社を含む。交通機関１５０は、
交通機関用端末１５１を備え、サーバ１０１と有線通信又は無線通信を介して接続される
。したがって、交通機関用端末１５１は、サーバ１０１を介して、安全運転支援システム
１００及び医療従事者用端末１１１と接続可能である。なお、交通機関用端末１５１は、
汎用のコンピュータ端末でよく、専用の端末であってもよい。例えば、交通機関用端末１
５１には、パーソナルコンピュータ、ｉＰａｄ等のタブレット型端末、スマートフォン等
のメールを受信可能な端末を用いることができる。一実施形態において、医療従事者用端
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末１１１が安全運転支援システム１００から運転者１の生体情報の異常を通知された場合
、医療従事者が運転者１の生体情報を確認した上で、交通機関１５０に運転者１の支援や
救助を要請することが好ましい。また、一実施形態において、安全運転支援システム１０
０から交通機関用端末１５１に運転者１の生体情報の異常を通知された場合、交通機関１
５０のオペレータは、運転者１に対する適切な支援や処置を行うために、医療従事者に指
導を求めることができる。
【００４７】
また、一実施形態において、交通機関用端末１５１は、サーバ１０１を介さずに、上述し
た移動体通信ネットワークを介して、安全運転支援システム１００と接続してもよい。交
通機関用端末１５１は、安全運転支援システム１００から、運転者１の生体情報を受信し
、交通機関１５０のオペレータが運転者１の生体情報をモニタリングすることを可能にし
てもよい。また、運転者１の生体情報に異常が検出されたときに、安全運転支援システム
１００から、交通機関用端末１５１に異常を通知してもよい。
【００４８】
交通機関１５０のオペレータは、医療機関１１０からの要請を受けた場合、又は交通機関
用端末１５１に運転者１の生体情報の異常が通知された場合に、安全運転支援システム１
００から、バス２００又はタクシー２５０の位置情報を取得し、運転者１の支援や救助を
行政機関１３０に要請することができる。また、交通機関１５０のオペレータは、車両５
０の位置情報に基づいて、代替の運転者や車両を派遣することもできる。交通機関１５０
が所有するバス２００又はタクシー２５０には乗客が搭乗していることが想定されるため
、運転者１の救助の他に、乗客の安全の確保や代替の輸送手段の確保が必要である。安全
運転支援システム１００ｂにおいては、交通機関１５０の輸送機能の支援にも貢献するも
のである。
【００４９】
なお、交通機関用端末１５１は、汎用のコンピュータ端末でよく、専用の端末であっても
よい。交通機関用端末１５１は、安全運転支援システム１００ｂにおいて、安全運転支援
システム１００から取得した運転者１の生体情報等を表示可能なアプリケーションを主記
憶装置に格納して実行するか、インターネットブラウザを介して、サーバ１０１から提供
される運転者１の生体情報を表示させてもよい。
【００５０】
また、一実施形態において、サーバ１０１は、安全運転支援システム１００から医療従事
者用端末１１１に運転者１の異常を通知した後に、医療従事者用端末１１１が応答しなか
った場合や、医療従事者用端末１１１から行政機関用端末１３１又は交通機関用端末１５
１へ運転者１の支援や救助を要請する操作が行われなかった場合に、交通機関用端末１５
１へ運転者１の異常を通知するようにしてもよい。この場合、交通機関１５０のオペレー
タは、交通機関用端末１５１を介して運転者１の状況を確認すると共に、医療従事者と連
携して、又は医療従事者の指導の下、運転者１に対して適切な支援や処置をすることがで
きる。また、交通機関１５０のオペレータは、交通機関用端末１５１を介して運転者１の
状況を確認すると共に、行政機関用端末１３１へ運転者１の支援や救助を要請してもよい
。サーバ１０１は、交通機関用端末１５１が応答しなかった場合に、行政機関用端末１３
１へ運転者１の異常を通知するようにしてもよい。このように、サーバ１０１から運転者
１の異常を通知する順番を規定してもよい。
【００５１】
＜ウェアラブル端末＞
図４は、本発明の一実施形態に係るウェアラブル端末１０を示す模式図である。ウェアラ
ブル端末１０は、運転者１が装着可能なデバイスであって、例えば、図４（ａ）に示すよ
うなウォッチタイプのデバイスであってもよい。図４（ｂ）は、本発明の一実施形態に係
るウェアラブル端末１０を示すブロック構成図である。ウェアラブル端末１０は、例えば
、記憶部１１、センサ１３、制御部１５、通信部１６、電源１７及び入力部１８を備える
が、これらに限定されるものではない。記憶部１１は、例えば、メモリであり、センサ１
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３で測定した運転者１から取得した生体情報を一時的に格納してもよい。また、一実施形
態において、運転者１の許容情報を格納する領域である許容情報記憶部を備えてもよい。
また、記憶部１１は、運転者１の認証情報を格納する領域である認証情報記憶部を備えて
もよい。
【００５２】
ウェアラブル端末１０は、端末特定情報を有する。端末特定情報は、例えば、通信部１６
に割り当てられた物理アドレス（ＭＡＣアドレス）であってもよい。本実施形態において
は、運転者１と端末特定情報が対応付けられているため、端末特定情報に基づいて、運転
者１を特定することができる。
【００５３】
一実施形態において、センサ１３（第１のセンサ）は、運転者１から生体情報を取得する
装置であって、例えば、脈拍計、体温計、又は発汗計のうち少なくとも１つを含む。ここ
で、脈拍計により測定される脈拍数は心拍数とほぼ同義として扱い、体温計により測定さ
れる体温は皮膚温度とほぼ同義として扱う。本実施形態において、センサ１３はウェアラ
ブル端末１０に含まれる一体の構成としたが、センサ１３はウェアラブル端末１０とは別
体の構成であってもよい。例えば、局所的な発汗である冷や汗を検出する場合、発汗計は
ハンドル４０と一体の構成として、手のひらの発汗量を検出してもよい。センサ１３とし
ては、正常時における運転者１の生体情報と、後述する運転者１の許容情報との差が大き
いものを選択することがより好ましい。これによって、センサ１３が測定した脈拍数、皮
膚温度変化、又は発汗量変化のうち少なくとも１つを、運転者１の許容情報と比較するこ
とにより、運転者１が車両５０を運転可能な状態にあるかを判断することができる。なお
、センサ１３は、上記以外の運転者１の交感神経症状の有無を示す生体情報を測定可能な
他のセンサをさらに含んでもよい。また、センサ１３は、交感神経症状の有無を示す複数
のセンサを組み合わせてもよい。交感神経症状の有無を示す複数のセンサを組み合わせる
ことで、運転者１の交感神経症状を検出する精度が向上する。ウェアラブル端末１０が有
するセンサ１３の数、形状及び配置は任意に選択可能であり、特に限定されない。また、
後述するウェアラブル端末１０以外に配置されるセンサ４３として、センサ１３と同等の
脈拍計などを用いる場合には、ウェアラブル端末１０がセンサ１３を含まない構成として
もよい。
【００５４】
一実施形態において、制御部１５は、ウェアラブル端末１０を制御する装置であって、例
えば、中央処理装置（ＣＰＵ）である。また、制御部１５は、ウェアラブル端末１０を制
御するプログラムを含む。なお、ウェアラブル端末１０を制御するプログラムは、記憶部
１１に格納され、制御部１５で実行される。また、一実施形態において、制御部１５は、
ウェアラブル端末１０を制御するオペレーティングシステム（ＯＳ）と、安全運転支援シ
ステム１００で機能するアプリケーションプログラム又はモジュールを含んでもよい。
【００５５】
一実施形態において、通信部１６は、ウェアラブル端末１０と外部の装置との通信を行う
装置であって、例えば、Wi-Fi（登録商標）（IEEE 802.11規格を使用する通信手段）やBl
uetooth（登録商標）等の無線通信規格に適合した通信手段を備えるが、これらに限定さ
れるものではない。通信部１６には物理アドレス（ＭＡＣアドレス）が割り当てられてお
り、物理アドレスからウェアラブル端末１０を特定することができる。ウェアラブル端末
１０の物理アドレスは運転者１と対応付けられているため、ウェアラブル端末１０の物理
アドレスに基づいて、運転者１を特定することができる。一実施形態において、ウェアラ
ブル端末１０は、通信部１６による無線通信を介して、安全運転支援車載装置３０に接続
する。また、後述するように、ウェアラブル端末１０は、通信部１６による無線通信を介
して、医療従事者用端末１１１と接続することもできる。
【００５６】
一実施形態において、電源１７は、一般的なバッテリであって、ウェアラブル端末１０に
配設された各装置に電源を供給する繰り返しの充放電が可能な電源である。例えば、電源
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１７は、接続端子を備え、外部から電源供給して充電してもよい。また、電源１７は、ワ
イヤレス電力伝送により、非接触で外部から電源供給して充電してもよい。電源１７は、
軽量、且つ大容量であることが好ましいが、特に限定されない。
【００５７】
入力部１８は、運転者１がウェアラブル端末１０を操作可能な入力手段であって、例えば
、スイッチ、選択ボタン、タッチパネル等であってもよい。一実施形態において、入力部
１８は、タッチパネルを備えた表示装置（例えば、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプ
レイ）であってもよい。また、入力部１８の形状や位置は任意に選択可能であり、特に限
定されない。入力部１８は、例えば、運転者１が不調を感じた場合に押下操作することに
より、ドクターコールを発信してもよい。また、入力部１８が表示装置を備える場合、セ
ンサ１３で測定した運転者１の生体情報を表示装置に表示して、運転者１に提供してもよ
い。
【００５８】
一実施形態において、運転者１の認証情報とは、運転者１の氏名、認証コード（ＩＤ）等
であり、運転者１を特定する情報であればよい。また、運転者１の認証情報には、例えば
、運転者１が車両を運転することを許可されていることを示すコード等を含むことが好ま
しい。また、運転者１の疾患等により、運転者１をモニタリングするためのセンサを指定
する情報を含んでもよい。
【００５９】
本実施形態において血糖値の検出には、後述する安全運転支援車載装置３０に接続される
間質液中グルコース濃度計測部４１（第２のセンサ）が用いられる。ここで、間質液中グ
ルコース濃度計測部４１により測定される間質液中グルコース濃度は血糖値とほぼ同義と
して扱う。血糖値が所定数、本明細書においては７０ｍｇ／ｄＬ未満と検出された場合、
その後に中枢神経症状が起こるリスクが高まる。このため、血糖値が７０ｍｇ／ｄＬ以上
であることを許容情報としてもよい。血糖値が５０ｍｇ／ｄＬ未満と検出された場合、す
でに低血糖症が起きていることを示し、交感神経症状がなくても意識喪失状態となるリス
クが非常に高い。このため、血糖値が５０ｍｇ／ｄＬ以上であることを許容情報としても
よい。低血糖症が起こる可能性が考えられる血糖値は、患者によって異なる。このため一
実施形態において、血糖値変動、即ち、血糖値の降下の割合を基準とした許容情報を用い
てもよい。血糖値の急激な降下は、絶対値が高くても低血糖症が起こるリスクを高める。
血糖値を基準とした許容情報は、複数用いてもよい。許容情報として血糖値を複数段階有
することで、運転者１の低血糖症状を検出する精度が向上する。
【００６０】
一実施形態において、記憶部１１は、上述した運転者１の情報を運転者１の認証情報とし
て格納してもよい。運転者１の認証情報には、運転者１の認証コード（ＩＤ）、体重、指
紋情報、顔の情報等の運転者１を特定する情報が含まれてもよい。また、一実施形態にお
いて、記憶部１１は、運転者１の許容情報を格納してもよい。ウェアラブル端末１０の記
憶部１１に運転者１の認証情報と許容情報を格納することにより、サーバ１０１へのアク
セスの負荷を低減することができる。また、通信障害等によりウェアラブル端末１０とサ
ーバ１０１との通信が一時的に遮断されても、安全運転支援システム１００の動作を維持
することができる。
【００６１】
一実施形態において、ウェアラブル端末１０の記憶部１１は、運転者１の認証情報を格納
する認証情報記憶部と、運転者１の許容情報を格納する許容情報記憶部を備えてもよい。
運転者１の認証情報を格納する認証情報記憶部と、運転者１の許容情報を格納する許容情
報記憶部とは、医療従事者等の専門家のみが書き換え可能とすることが好ましい。ウェア
ラブル端末１０は、医療従事者用端末１１１と接続することにより、認証情報記憶部に格
納された運転者１の認証情報と、許容情報記憶部に格納された運転者１の許容情報を書き
換えることができる。したがって、本実施形態において、運転者１の認証情報及び許容情
報は、医療従事者用端末１１１を操作可能な者、即ち、医療従事者等の専門家のみが書き
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換え可能である。なお、ウェアラブル端末１０と医療従事者用端末１１１との接続は、ウ
ェアラブル端末１０の通信部１６と医療従事者用端末１１１を、コネクタを介して接続し
てもよく、上述したように、通信部１６が備える無線通信規格に適合した通信手段を介し
て行ってもよい。
【００６２】
なお、ウェアラブル端末１０は、認証情報記憶部と許容情報記憶部に代えて、ウェアラブ
ル端末１０の表面に、例えば、バーコードのような認証コードを有してもよい。安全運転
支援車載装置３０が認証コードを読み取り可能なカメラ（例えば、ＣＣＤやＣＭＯＳ等の
撮像素子）を搭載している場合、カメラで認証コードを撮像し、安全運転支援車載装置３
０が撮像した認証コードを認識して、認証コードに対応する運転者１の許容情報等をサー
バ１０１から受信してもよい。認証コードは、一次元バーコードでもよく、ＱＲコード（
登録商標）のような２次元バーコードでもよい。
【００６３】
ウェアラブル端末１０は、上記の構成に限定されるものではない。例えば、ウェアラブル
端末１０がバイブレーション機能や音声出力部をさらに備えてもよい。センサ１３が測定
した運転者１の生体情報が運転者１の許容情報を満たさない場合に、ウェアラブル端末１
０は、バイブレーション機能や音声出力部により、運転者１に注意喚起や警告を行っても
よい。
【００６４】
また、ウェアラブル端末１０とサーバ１０１とは、専用送受信機２０の回線を介して、接
続されてもよい。図５は、本発明の一実施形態に係るウェアラブル端末１０の通信方法を
示す模式図である。ウェアラブル端末１０と専用送受信機２０とは、例えば、Wi-FiやBlu
etooth等の無線通信規格に適合した通信手段により接続される。また、同様に、安全運転
支援システム１００とサーバ１０１とは、専用送受信機２０の回線を介して、接続されて
もよい。一実施形態において、ウェアラブル端末１０と安全運転支援システム１００とは
、専用送受信機２０を介して接続されてもよい。なお、ウェアラブル端末１０とサーバ１
０１とは、タブレット型端末やスマートフォン等の移動通信システムとして利用可能な端
末を用いて接続することができる。また、運転者１が通話等に用いるスマートフォン以外
のスマートフォンをウェアラブル端末１０専用にして、専用送受信機２０に代えて用いる
こともできる。
【００６５】
また、図４（ａ）においては、ウェアラブル端末１０をウォッチタイプのデバイスとして
示したが、これに限定されるものではない。本発明に係るウェアラブル端末は、運転者１
が装着可能なデバイスであれば、どのような形状であってもよい。図６は、本発明の一変
形例に係るウェアラブル端末１０Ａを示す模式図である。図６（ａ）はウェアラブル端末
１０Ａの斜視図であり、図６（ｂ）は図６（ａ）の線分ＡＡ’におけるウェアラブル端末
１０Ａの断面図である。ウェアラブル端末１０Ａは、平板状、好ましくはシート状の装置
である。図６（ａ）においては、矩形状のシート構造を有するウェアラブル端末１０Ａを
示したが、ウェアラブル端末１０Ａは円盤状の構造体であってもよい。ウェアラブル端末
１０Ａは、粘着層１９を介して、運転者１の身体（例えば、胸部）に貼付される。粘着層
１９には、例えば、公知のジェル又はジェルシートを用いることができる。センサ１３と
運転者１の身体との接触性の観点から、粘着層１９はセンサ１３が運転者１の身体に接触
する面には配置されないことが好ましい。また、ウェアラブル端末１０Ａと運転者１の身
体との密着性の観点から、ウェアラブル端末１０Ａが運転者１の身体に密着する面のセン
サ１３が配置されていない部分を粘着層１９で全て覆うことが好ましい。センサ１３同士
の干渉を防ぐため、粘着層１９は絶縁性の材料で構成されることが好ましい。
【００６６】
なお、図６（ｂ）に示したように、ウェアラブル端末１０Ａが運転者１の身体に密着した
状態では、センサ１３が運転者１の身体に接触する面と、粘着層１９が運転者１の身体に
接触する面とはほぼ同一面となることが好ましい。しかし、粘着層１９が流動性又は弾性
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を有する場合には、ウェアラブル端末１０Ａを運転者１の身体に貼付する前は、粘着層１
９がセンサ１３よりも運転者１の身体側（図６（ｂ）においては下側）に突出した形状、
即ち、センサ１３が粘着層１９よりも窪んだ形状となるように、粘着層１９が配置されて
いてもよい。それ以外の構成は、図４（ｂ）に示したウェアラブル端末１０の構成と同様
の構成を有してもよく、詳細な説明は省略する。また、粘着層１９を用いる構成は、ウォ
ッチタイプのデバイスであるウェアラブル端末１０に適用することもできる。粘着層１９
は、ウェアラブル端末１０と運転者１の手首との密着性を向上させるため、センサ１３に
よる運転者１から取得される生体情報の精度を向上することができる。
【００６７】
ここで、粘着層１９の配置の変形例について説明する。図６（ｃ）は図６（ａ）の線分Ａ
Ａ’におけるウェアラブル端末１０Ａの断面図である。図６（ｃ）においては、粘着層１
９Ａは、センサ１３を覆うようにウェアラブル端末１０Ａの下面全体に配置される。粘着
層１９Ａは、導電性を有するジェルであり、公知のジェルを用いることができる。また、
粘着層１９は、導電性を有するジェルシートであってもよい。センサ１３がパルスオキシ
メータ等の光センサである場合には、粘着層１９Ａは光透過性を有することが好ましい。
なお、センサ１３が複数配置される場合、センサ１３同士の干渉を防ぐため、隣接するセ
ンサ１３を覆う粘着層１９Ａが接触しないように、導電性を有する粘着層１９Ａが分離し
て配置されることが好ましい。なお、図６（ａ）、図６（ｂ）及び図６（ｃ）においては
、矩形のセンサ１３を示したが、ウェアラブル端末１０Ａが有するセンサ１３の数、形状
及び配置は任意に選択可能であり、特に限定されない。
【００６８】
図７は、本発明の一実施形態に係る専用送受信機２０を示すブロック構成図である。専用
送受信機２０は、例えば、制御部２５、通信部２６、電源２７及びＳＩＭカード２９を備
える。一実施形態において、制御部２５は、専用送受信機２０を制御する装置であって、
例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）である。また、制御部２５は、専用送受信機２０を制御
するプログラムを含む。また、一実施形態において、制御部２５は、専用送受信機２０を
制御するＯＳを含んでもよい。
【００６９】
一実施形態において、通信部２６は、専用送受信機２０と外部の装置との通信を行う装置
であって、例えば、移動通信システムとして利用可能な通信回線である。また、Wi-FiやB
luetooth等の無線通信規格に適合した通信手段も備えるが、これらに限定されるものでは
ない。通信部２６には物理アドレス（ＭＡＣアドレス）が割り当てられており、物理アド
レスから専用送受信機２０を特定することができる。したがって、上述した実施形態にお
いては、ウェアラブル端末１０の通信部１６に割り当てられた物理アドレスに基づいて、
運転者１を特定する例を示したが、専用送受信機２０に割り当てられた物理アドレスに基
づいて、運転者１を特定してもよい。
【００７０】
一実施形態において、専用送受信機２０は、複数のウェアラブル端末１０に接続してもよ
い。即ち、複数のウェアラブル端末１０が１つの専用送受信機２０を介して、安全運転支
援車載装置３０やサーバ１０１に接続してもよい。この場合、専用送受信機２０に割り当
てられた物理アドレスではなく、ウェアラブル端末１０に割り当てられた物理アドレスに
基づいて、運転者１を特定してもよい。
【００７１】
一実施形態において、電源２７は、一般的なバッテリであって、専用送受信機２０に配設
された各装置に電源を供給する繰り返しの充放電が可能な電源である。例えば、電源２７
は、接続端子を備え、外部から電源供給して充電してもよい。また、電源２７は、ワイヤ
レス電力伝送により、非接触で外部から電源供給して充電してもよい。電源２７は、軽量
、且つ大容量であることが好ましいが、特に限定されない。したがって、専用送受信機２
０は車両５０内のみでの利用に限られず、携帯可能である。
【００７２】
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＜安全運転支援車載装置３０＞
一実施形態において、安全運転支援車載装置３０は、車両５０に搭載され、車両５０の車
両制御部５１に接続する。図８は、本発明の一実施形態に係る安全運転支援車載装置３０
を示すブロック構成図である。安全運転支援車載装置３０は、例えば、認証部３１ａと基
準判定部３１ｂを含む制御部３１、許容情報記憶部３２ａを含む記憶部３２、表示部３３
ａと音声出力部３３ｂを含む出力部３３、通信部３４を備える。安全運転支援車載装置３
０には、車両５０の電源５３から電源が供給される。電源５３は、例えば、車両５０に搭
載されたバッテリである。また、一実施形態において、安全運転支援車載装置３０は、間
質液中グルコース濃度計測部４１と、その他のセンサ４３とに通信部３４を接続する。ま
た、一実施形態において、安全運転支援車載装置３０は、位置情報受信部５５に接続する
。また、一実施形態において、安全運転支援車載装置３０は、統一規格変換部５２を介し
て、車両制御部５１に接続することが好ましい。
【００７３】
一実施形態において、制御部３１は、安全運転支援車載装置３０を制御する装置であって
、例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）である。また、制御部３１は、安全運転支援車載装置
３０を制御するプログラムを含む。なお、安全運転支援車載装置３０を制御するプログラ
ムは、記憶部３２に格納され、制御部３１で実行される。また、一実施形態において、制
御部３１は、安全運転支援車載装置３０を制御するオペレーティングシステム（ＯＳ）と
、安全運転支援システム１００で機能するアプリケーションプログラム又はモジュールを
含んでもよい。
【００７４】
一実施形態において、制御部３１は、認証部３１ａと基準判定部３１ｂを含む。認証部３
１ａは、運転者１を認証するためのアプリケーションプログラム又はモジュールである。
認証部３１ａは、ウェアラブル端末１０の通信部１６に割り当てられた物理アドレス又は
専用送受信機２０の通信部２６に割り当てられた物理アドレスに基づき、運転者１を特定
することができる。また、運転者１の認証情報に、運転者１が車両を運転することを許可
されていることを示すコード等が含まれている場合には、認証部３１ａは、車両制御部５
１に運転者１による車両５０の運転を許可してもよい。運転者１の認証情報に、運転者１
が車両を運転することを許可されていることを示すコード等が含まれていない場合には、
運転者１が車両５０のエンジンを始動する操作をしても、車両制御部５１を介して、エン
ジンの始動操作を遮断してもよい。また、認証部３１ａは、運転者１の認証情報に、運転
者１を特定可能な情報、例えば、運転者１の体重、指紋情報、顔の情報が含まれ、これら
を識別可能なセンサ４３を備える場合には、これらの認証情報に基づいて、運転者１を認
証することができる。
【００７５】
一実施形態において、基準判定部３１ｂは、サーバ１０１又はウェアラブル端末１０に格
納された運転者１の許容情報と、少なくともウェアラブル端末１０のセンサ１３及び間質
液中グルコース濃度計測部４１から測定された生体情報とを比較して、車両５０の運行状
態を制御するためのアプリケーションプログラム又はモジュールである。上述したように
、運転者１の許容情報は、医療従事者により設定され、サーバ１０１又はウェアラブル端
末１０に格納されている。一実施形態において、安全運転支援車載装置３０は、通信部３
４を介して、サーバ１０１又はウェアラブル端末１０から運転者１の許容情報を受信し、
許容情報記憶部３２ａに格納してもよい。運転者１の許容情報を許容情報記憶部３２ａに
格納しておくことにより、安全運転支援車載装置３０は、運転者１が車両５０を運転して
いる間は、許容情報記憶部３２ａから運転者１の許容情報を読み込んで、測定された生体
情報と比較することができる。
【００７６】
一実施形態において、運転者１が低血糖症患者である場合、基準判定部３１ｂは、例えば
、心拍数、皮膚温度変化、又は発汗量の増加がないことのうち少なくとも１つと、血糖値
とを基準とした許容情報を用いて、測定された生体情報とを比較することができる。例え
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ば、心拍数が所定数以上、皮膚温度変化が所定数以上、発汗量の増加が所定数以上、又は
血糖値が７０ｍｇ／ｄＬ未満のうち少なくとも１つが検出された場合、その後に中枢神経
症状が起こるリスクが高まる。このため、許容情報記憶部３２ａに格納された許容情報と
して、心拍数が所定数未満、皮膚温度変化が所定数未満、発汗量の増加が所定数未満、又
は血糖値が７０ｍｇ／ｄＬ以上であることが格納されている場合、基準判定部３１ｂは、
センサ１３により測定された運転者１の心拍数が所定数未満、皮膚温度変化が所定数未満
、発汗量の増加が所定数未満、又は血糖値が７０ｍｇ／ｄＬ以上であれば、車両制御部５
１に特段の信号を送信しない、又は運転を許可する信号を送信する。一方、センサ１３に
より測定された運転者１の心拍数が所定数以上、皮膚温度変化が所定数以上、発汗量の増
加が所定数以上、又は血糖値が７０ｍｇ／ｄＬ未満のうち少なくとも１つが検出された場
合には、後述するように、基準判定部３１ｂは、出力部３３に糖分補給の注意喚起のため
の表示及び音声出力をさせる信号を送信する。さらに、センサ１３により測定された運転
者１の心拍数が所定数以上、皮膚温度変化が所定数以上、発汗量の増加が所定数以上のう
ち少なくとも１つと、血糖値が７０ｍｇ／ｄＬ未満とが検出された場合には、後述するよ
うに、基準判定部３１ｂは、出力部３３に停車の注意喚起のための表示及び音声出力をさ
せる信号を送信する。
【００７７】
また、例えば、血糖値が５０ｍｇ／ｄＬ未満が検出された場合、すでに低血糖症が起きて
いることを示し、交感神経症状がなくても意識喪失状態となるリスクが非常に高い。この
ため、許容情報記憶部３２ａに格納された許容情報として、血糖値が５０ｍｇ／ｄＬ以上
であることが格納されている場合、基準判定部３１ｂは、間質液中グルコース濃度計測部
４１により測定された運転者１の血糖値が５０ｍｇ／ｄＬ以上である場合には、車両制御
部５１に特段の信号を送信しない、又は運転を許可する信号を送信する。一方、間質液中
グルコース濃度計測部４１により測定された運転者１の血糖値が５０ｍｇ／ｄＬ未満と検
出された場合には、後述するように、基準判定部３１ｂは、車両制御部５１に車両５０を
停車させるための信号を送信する。
【００７８】
また、一実施形態において、血糖値変動、即ち、血糖値の降下の割合を基準とした許容情
報を用いてもよい。血糖値の急激な降下は、絶対値が高くても低血糖症が起こるリスクを
高める。基準判定部３１ｂは、血糖値の急激な降下を検出した場合、出力部３３に注意喚
起のための表示及び音声出力をさせる信号を送信してもよい。
【００７９】
一実施形態において、出力部３３は、例えば、表示部３３ａと音声出力部３３ｂを含む。
表示部３３ａは、例えば、ディスプレイやヘッドアップディスプレイ等の表示装置である
。また、音声出力部３３ｂは、車載のスピーカでもよく、安全運転支援車載装置３０に配
設された別途のスピーカでもよい。表示部３３ａと音声出力部３３ｂは、基準判定部３１
ｂから受信した信号に応じて、運転者１に注意喚起するための映像や音声を出力したり、
また、運転者１への警告をするための映像や音声を出力したりすることができる。さらに
、音声出力部３３ｂは、車両５０が緊急停車する場合に、周囲に注意喚起するための音声
を車外に出力するようにしてもよい。
【００８０】
一実施形態において、通信部３４は、ウェアラブル端末１０や間質液中グルコース濃度計
測部４１との無線通信を行うため、例えば、Wi-FiやBluetooth等の無線通信規格に適合し
た通信手段を備えるが、これらに限定されるものではない。また、通信部３４は、センサ
４３、位置情報受信部５５及び車両制御部５１と接続するユニバーサル・シリアル・バス
（ＵＳＢ）等のシリアルバス規格に対応する通信手段を備えてもよい。また、通信部３４
は、専用送受信機２０を介してウェアラブル端末１０と接続されてもよい。
【００８１】
一実施形態において、センサ４３は、センサ１３の脈拍計、体温計、又は発汗計のうち少
なくとも１つ、間質液中グルコース濃度計測部４１以外の任意のセンサを含む。図９は、
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本発明の一実施形態に係る間質液中グルコース濃度計測部４１及びセンサ４３のブロック
構成図である。間質液中グルコース濃度計測部４１及びセンサ４３は、例えば、センサ素
子４４、制御部４５、記憶部４６、通信部４７及び電源４８を備える。センサ素子４４は
、生体情報を検出する素子であり、公知のセンサ素子を用いることができる。制御部４５
は、センサ素子４４で検出された信号を処理する。記憶部４６は必要に応じて配置され、
センサ素子４４で検出された信号を一時的に格納するメモリである。
【００８２】
通信部４７は、安全運転支援車載装置３０との無線通信を行うため、例えば、Wi-FiやBlu
etooth等の無線通信規格に適合した通信手段を備えるが、これらに限定されるものではな
い。また、通信部４７は、安全運転支援車載装置３０と接続するユニバーサル・シリアル
・バス（ＵＳＢ）等のシリアルバス規格に対応する通信手段を備えてもよい。電源４８は
、車両５０の電源５３であってもよく、ワイヤレス電力伝送により、非接触で外部から電
源供給して充電してもよい。また、乾電池等の取替可能な電源であってもよい。
【００８３】
センサ４３は、一実施形態において、運転席に配置された圧力計や、ハンドル４０に配置
された圧力計、ハンドル４０に配置された心電図、ハンドル４０に配置された指紋センサ
、運転席に対向して配置された顔認証センサ等を例示することができるが、これらに限定
されるものではない。例えば、運転席にセンサ４３として圧力計を配設することにより、
運転者１の情報に運転者１の体重が含まれる場合には、認証部３１ａは圧力計で測定され
た運転者１の体重と、運転者１の認証情報に含まれる運転者１の体重とを比較して、運転
席にいる運転者１が認証された運転者であることを判断することができる。また、センサ
４３としてハンドル４０に指紋センサを配設することにより、許容情報に運転者１の指紋
情報が含まれる場合には、認証部３１ａは指紋センサで測定された運転者１の指紋と、運
転者１の認証情報に含まれる運転者１の指紋とを比較して、ハンドル４０を握っている運
転者１が認証された運転者であることを判断することができる。センサ４３として対向す
る位置に顔認証センサを配設することにより、許容情報に運転者１の顔の情報が含まれる
場合には、認証部３１ａは顔認証センサで認識された運転者１の顔と、運転者１の認証情
報に含まれる運転者１の顔とを比較して、運転席にいる運転者１が認証された運転者であ
ることを判断することができる。すなわち、認証された運転者１以外が運転するのを防止
することができる。
【００８４】
また、センサ４３としてハンドル４０に圧力計が配置されている場合、運転者１が運転中
に両手をハンドル４０から離すと、圧力計で測定された圧力の変化から、基準判定部３１
ｂは運転者１に、異常が発生したと判断してもよい。
【００８５】
一実施形態において、通信部３４が検出するウェアラブル端末１０から受信する電波の強
度から、基準判定部３１ｂは運転者１が運転席にいることを確認してもよい。図１０は、
本発明の一実施形態に係るウェアラブル端末１０の識別方法を示す模式図である。運転者
１以外の搭乗者３もウェアラブル端末１０を装着していることもある。この場合、通信部
３４が検出する運転者１が装着したウェアラブル端末１０から受信する電波の強度と搭乗
者３が装着したウェアラブル端末１０から受信する電波の強度とを比較することにより、
安全運転支援車載装置３０からの距離を測定することができる。したがって、基準判定部
３１ｂは、運転者１が運転席にいること安全運転支援車載装置３０からの距離を用いて確
認してもよい。また、ウェアラブル端末１０を装着した搭乗者３の生体情報に異常が生じ
た場合、通信部３４が受信したウェアラブル端末１０の物理アドレスと生体情報から、制
御部３１は、サーバ１０１を介して、搭乗者３の異常を医療従事者用端末１１１、行政機
関用端末１３１、民間企業用端末１４１又は交通機関用端末１５１へ通知してもよい。一
実施形態において、安全運転支援システム１００、安全運転支援システム１００ａ及び安
全運転支援システム１００ｂは、運転者１の安全運転を支援するのみならず、ウェアラブ
ル端末１０を装着していれば、搭乗者３の健康状態の管理や救助にも利用することができ
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る。
【００８６】
車両制御部５１は、車両５０を制御する制御装置であり、車両５０に搭載されたコンピュ
ータ又はモジュールである。車両制御部５１は、公知の車両制御機構を有するため、その
詳細な説明は省略する。一実施形態において、車両制御部５１は、安全運転支援車載装置
３０と接続され、運転者１による運転操作以外に、安全運転支援車載装置３０から受信す
る信号に基づき、車両５０を制御する。一実施形態において、車両制御部５１は、自動ブ
レーキ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、クルーズコントロール等の安
全運転サポート技術を備える。
【００８７】
車両制御部５１は、車両５０に特有の制御装置であるため、自動車メーカー毎又は車種毎
に異なる構成を有する。安全運転支援車載装置３０を車両制御部５１に直接接続する場合
、安全運転支援車載装置３０を自動車メーカー毎又は車種毎に異なる車両制御部５１用に
設定する必要がある。または、安全運転支援車載装置３０から受信する信号を、車両制御
部５１が利用可能なように、車両制御部５１を変更する必要がある。
【００８８】
統一規格変換部５２は、安全運転支援車載装置３０が出力する信号を、自動車メーカー毎
又は車種毎に異なる車両制御部５１用に変換するコンピュータ又はモジュールである。一
実施形態において、安全運転支援車載装置３０と車両制御部５１とを接続するために、統
一規格変換部５２を配置することが好ましい。したがって、統一規格変換部５２は、安全
運転支援車載装置３０と車両制御部５１とに接続可能な汎用性が高い装置であることが好
ましい。このため、自動車メーカー毎又は車種毎に異なる車両制御部５１を制御可能な自
動車業界の統一規格により構成された装置であることが好ましい。例えば、一般社団法人
日本自動車工業会で統一された規格や、一般社団法人日本自動車工業会と国土交通省や経
済産業省等の官庁とにより統一された規格により構成された装置であることが好ましい。
なお、本実施形態においては、統一規格変換部５２を車両５０に配置する構成を説明した
が、これに限定されず、統一規格変換部５２を安全運転支援車載装置３０内に配置しても
よい。統一規格変換部５２を配置することにより、既存の車両にも、本発明に係る安全運
転支援車載装置３０を後付することが可能となり、新しい車両を購入せずとも、運転者１
による安全運転を支援することができる。
【００８９】
位置情報受信部５５は、公知のカーナビゲーションシステムあってよい。一実施形態にお
いて、車両５０の位置情報、交通量情報、車両５０が走行する地点近傍の地図情報を取得
し、安全運転支援車載装置３０に送信するが、これに限定されるものではない。
【００９０】
＜運転者の認証方法＞
本発明の一実施形態に係る安全運転支援システム１００を用いた運転者１の認証方法につ
いて説明する。図１１は、本発明の一実施形態に係る安全運転支援システム１００を用い
た運転者１の認証方法を説明するフロー図である。安全運転支援車載装置３０は、ウェア
ラブル端末１０の端末特定情報を受信する（Ｓ１０１）。安全運転支援車載装置３０は、
サーバ１０１に認証情報を要求する（Ｓ１０３）。サーバ１０１は、格納された運転者１
の認証情報を安全運転支援車載装置３０に送信する（Ｓ１０５）。一実施形態において、
運転者１の認証情報には、運転者１の氏名やＩＤの他に、運転者１の体重、指紋情報、顔
の情報等の運転者１を特定する生体情報が含まれる。なお、運転者１の認証情報がウェア
ラブル端末１０に格納されている場合には、安全運転支援車載装置３０は、ウェアラブル
端末１０に運転者１の認証情報を要求し、受信してもよい。
【００９１】
また、安全運転支援車載装置３０は、例えば、運転席に配設されたセンサ４３から運転者
１の生体情報を受信する（Ｓ１０７）。センサ４３により取得する運転者１の生体情報と
しては、運転者１の体重、指紋、顔の画像が例示されるが、これらに限定されるものでは
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ない。安全運転支援車載装置３０は認証情報に含まれる運転者１の体重、指紋情報又は顔
の情報とセンサ４３から受信した運転者１の体重、指紋又は顔の画像とを比較し、一致又
は概略一致した場合には、運転者１を認証する（Ｓ１０９）。
【００９２】
図１２は、本発明の一実施形態に係る安全運転支援車載装置３０での運転者１の認証方法
を説明するフロー図である。安全運転支援車載装置３０は、ウェアラブル端末１０の端末
特定情報を受信する（Ｓ３０１）。認証部３１ａは、サーバ１０１又はウェアラブル端末
１０に運転者１の認証情報を要求する（Ｓ３０３）。認証部３１ａは、サーバ１０１又は
ウェアラブル端末１０から運転者１の認証情報を受信する（Ｓ３０５）。即ち、ウェアラ
ブル端末１０の端末特定情報に対応する運転者１の認証情報が、サーバ１０１又はウェア
ラブル端末１０に存在することが確認される（第１の認証処理）。このとき、許容情報記
憶部３２ａに運転者１の認証情報を格納してもよい。このとき、運転者１の認証情報に運
転者１が車両を運転することを許可されていることを示すコード等が含まれている場合に
、認証部３１ａは、運転者１を認証してもよい。また、認証部３１ａは、センサ１３、間
質液中グルコース濃度計測部４１及び車両５０に搭載されたセンサ４３が、運転者１の認
証情報に含まれる運転者１をモニタリングするためのセンサと一致するかを判定してもよ
い。認証部３１ａは、認証部３１ａは、センサ１３、間質液中グルコース濃度計測部４１
及び車両５０に搭載されたセンサ４３と、運転者１の認証情報に含まれるセンサとが一致
しない場合には、出力部３３にエラー信号を送信してもよい。
【００９３】
また、安全運転支援車載装置３０は、上述したように、運転席に配設されたセンサ４３か
ら運転者１の生体情報を受信する（Ｓ３０７）。安全運転支援車載装置３０は認証情報に
含まれる運転者１の体重、指紋情報又は顔の情報等の生体情報とセンサ４３から受信した
運転者１の体重、指紋又は顔の画像等の生体情報とを比較する（Ｓ３０９）。ここで、運
転者１の認証情報に含まれる運転者１の生体情報とセンサ４３から受信した運転者１の生
体情報との許容される差は、体重を基準とする場合には、着衣による変化等を考慮して例
えば、認証情報に含まれる運転者１の体重の１０％、５％と事前設定されることが好まし
い。また、運転者１の指紋を基準とする場合には指の傷等を考慮し、運転者１の顔を基準
とする場合にはメガネや髪型、髭等を考慮して運転者１を認証するために許容される差を
事前に決定することが好ましい。認証情報に含まれる運転者１の生体情報とセンサ４３か
ら受信した運転者１の生体情報とが一致又は概略一致した場合には、安全運転支援車載装
置３０は運転者１を認証する（Ｓ３１１）（第２の認証処理）。一方、認証情報に含まれ
る運転者１の生体情報とセンサ４３から受信した運転者１の生体情報とが許容される差を
超えた場合には、安全運転支援車載装置３０は、出力部３３にエラー信号を送信し、表示
部３３ａは認証エラーを表示する（Ｓ３１３）。また、一実施形態において、音声出力部
３３ｂは、エラー信号に応じて、警告音を出力してもよい。このような運転者１は、認証
部３１ａで行ってもよく、認証情報に含まれる運転者１の生体情報とセンサ４３から受信
した運転者１の生体情報の比較を基準判定部３１ｂが行ってもよい。
【００９４】
＜運転者の状態の判定方法＞
また、一実施形態において、安全運転支援車載装置３０は、運転者１を認証した後に、運
転者１が運転可能な状態であるかを判定してもよい。安全運転支援車載装置３０は、サー
バ１０１に運転者１の許容情報を要求する（Ｓ２０１）。サーバ１０１は、格納された許
容情報を安全運転支援車載装置３０に送信する（Ｓ２０３）。安全運転支援車載装置３０
は、センサ１３から例えば、心拍数として脈拍数を受信し、間質液中グルコース濃度計測
部４１から血糖値を受信する（Ｓ２０５）。安全運転支援車載装置３０は、許容情報と、
センサ１３から受信した脈拍数及び間質液中グルコース濃度計測部４１から受信した血糖
値とを比較する（Ｓ２０７）。安全運転支援車載装置３０は、これらの生体情報が許容情
報により許容される範囲にある場合には、車両制御部５１に車両５０のエンジンの始動を
許可する（Ｓ２０９）。安全運転支援車載装置３０よりの許可信号を受信した車両制御部
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５１は、車両５０のエンジンを始動することができる（Ｓ２１１）。なお、運転者１の許
容情報がウェアラブル端末１０に格納されている場合には、安全運転支援車載装置３０は
、ウェアラブル端末１０に運転者１の許容情報を要求し、受信してもよい。
【００９５】
図１３は、本発明の一実施形態に係る安全運転支援車載装置３０での運転者１の状態の判
定方法を説明するフロー図である。安全運転支援車載装置３０の基準判定部３１ｂは、サ
ーバ１０１又はウェアラブル端末１０に運転者１の許容情報を要求する（Ｓ４０１）。安
全運転支援車載装置３０は、サーバ１０１又はウェアラブル端末１０から許容情報を受信
する。なお、許容情報記憶部３２ａに運転者１の許容情報を格納してもよい（Ｓ４０３）
。また、基準判定部３１ｂは、センサ１３から例えば、心拍数として脈拍数を受信し、間
質液中グルコース濃度計測部４１から血糖値を受信する（Ｓ４０５）。基準判定部３１ｂ
は、許容情報と、センサ１３から受信した脈拍数及び間質液中グルコース濃度計測部４１
から受信した血糖値とを比較する（Ｓ４０７）。基準判定部３１ｂは、これらの生体情報
が許容情報により許容される範囲にある場合には、車両制御部５１に車両５０のエンジン
の始動を許可する。
【００９６】
一実施形態において、基準判定部３１ｂは、脈拍計で測定された心拍数が所定数未満であ
り、間質液中グルコース濃度計測器により測定された血糖値が所定数以上であると判定し
た場合に、車両制御部５１にエンジンの始動を許可する信号を送信する（Ｓ４０９）。一
方、基準判定部３１ｂは、脈拍計で測定された心拍数が所定数以上である場合、又は間質
液中グルコース濃度計測器により測定された血糖値が所定数未満である場合には、車両制
御部５１にエンジンの始動を許可する信号を送信しない。また、一実施形態において、基
準判定部３１ｂが脈拍計で測定された心拍数が所定数以上であると判定した場合、又は間
質液中グルコース濃度計測器により測定された血糖値が所定数未満であると判定した場合
には、基準判定部３１ｂは、出力部３３にエラー信号を送信し、表示部３３ａは認証エラ
ーを表示する。また、一実施形態において、音声出力部３３ｂは、エラー信号に応じて、
警告音を出力してもよい（Ｓ４１１）。
【００９７】
なお、本実施形態において、運転者１が運転可能な状態であるかを判定するために、許容
情報と、センサ１３から受信した脈拍数及び間質液中グルコース濃度計測部４１から受信
した血糖値とを比較した。しかしながらこれに限定されず、センサ１３から測定される生
体情報は交感神経症状の有無を示す値であればよく、例えば、皮膚温度変化、又は発汗量
変化を示す値などであってもよい。
【００９８】
＜安全運転支援方法＞
図１４は、本発明の一実施形態に係る安全運転支援システム１００による安全運転支援方
法を説明するフロー図である。運転者１が車両５０を運転している場合、基準判定部３１
ｂは、センサ１３から例えば、心拍数として脈拍数を受信し、間質液中グルコース濃度計
測部４１から血糖値を受信する（Ｓ５０１）。基準判定部３１ｂは、許容情報記憶部３２
ａに格納された運転者１の許容情報と、センサ１３及び間質液中グルコース濃度計測部４
１から受信した生体情報とを比較する（Ｓ５０３）。基準判定部３１ｂは、脈拍計で測定
された心拍数が所定数未満であり、間質液中グルコース濃度計測器により測定された血糖
値が所定数以上である場合には、車両制御部５１を制御しない。即ち、運転者１は通常に
車両５０を運転することができる。
【００９９】
一方、脈拍計で測定された心拍数が所定数以上である、又は間質液中グルコース濃度計測
器により測定された血糖値が所定数未満である場合には、基準判定部３１ｂは、出力部３
３に糖分補給の勧告をする信号を送信し、表示部３３ａは糖分補給の勧告を表示する。ま
た、一実施形態において、音声出力部３３ｂは、糖分補給の勧告をする信号に応じて、警
告音を出力してもよい（Ｓ５０５）。また、一実施形態において、安全運転支援車載装置
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３０は、通信部３４を介して、サーバ１０１へ運転者１の異常情報を送信してもよい（Ｓ
５０７）。
【０１００】
さらに、脈拍計で測定された心拍数が所定数以上であり、且つ間質液中グルコース濃度計
測器により測定された血糖値が所定数未満である場合には、基準判定部３１ｂは、出力部
３３に停車勧告をする信号を送信し、表示部３３ａは停車勧告を表示する。また、一実施
形態において、音声出力部３３ｂは、停車勧告をする信号に応じて、警告音を出力しても
よい（Ｓ５０５）。また、一実施形態において、安全運転支援車載装置３０は、通信部３
４を介して、サーバ１０１へ運転者１の異常情報を送信してもよい（Ｓ５０７）。
【０１０１】
一実施形態において、サーバ１０１は、医療従事者用端末１１１へ運転者１の異常を通知
するとともに、運転者１の生体情報等を送信してもよい。また、サーバ１０１は、行政機
関用端末１３１へ運転者１の異常を通知するとともに、運転者１の生体情報等を送信して
もよい。一実施形態において、サーバ１０１は、運転者１の異常を通知した後に、医療従
事者用端末１１１が応答しなかった場合や、行政機関用端末１３１又は民間企業用端末１
４１へ運転者１の支援や救助を要請する操作が行われなかった場合に、民間企業用端末１
４１へ運転者１の異常を通知するようにしてもよい。また、サーバ１０１は、運転者１の
異常を通知した後に、医療従事者用端末１１１が応答しなかった場合や、医療従事者用端
末１１１から行政機関用端末１３１又は交通機関用端末１５１へ運転者１の支援や救助を
要請する操作が行われなかった場合に、交通機関用端末１５１へ運転者１の異常を通知す
るようにしてもよい。
【０１０２】
基準判定部３１ｂは、生体情報が危険値以上でないかを判定する（Ｓ５０９）。即ち、基
準判定部３１ｂは、間質液中グルコース濃度計測部４１により測定された血糖値が５０ｍ
ｇ／ｄＬ未満である場合には、車両制御部５１に非常信号を送信し、車両制御部５１は、
車両５０のハザードランプを点滅させ、音声出力部３３ｂは、車両５０が緊急停車する場
合に、周囲に注意喚起するための音声を車外に出力する（Ｓ５１１）。
【０１０３】
また、基準判定部３１ｂは、車両制御部５１に車両５０の停車信号を送信し、車両制御部
５１は車両５０を停車させる（Ｓ５１３）。一実施形態において、制御部３１は、位置情
報受信部５５から車両５０が停車した位置情報を受信し（Ｓ５１５）、通信部３４を介し
て、サーバ１０１へ車両５０が停車した位置情報を送信してもよい。また、制御部３１は
、サーバ１０１へ救助信号を送信してもよい（Ｓ５１７）。サーバ１０１は、医療従事者
用端末１１１へ運転者１の異常を通知するとともに、運転者１の生体情報等を送信しても
よい。また、サーバ１０１は、行政機関用端末１３１へ運転者１の救助信号を送信すると
ともに、運転者１の生体情報等を送信してもよい。一実施形態において、サーバ１０１は
、運転者１の異常を通知した後に、医療従事者用端末１１１が応答しなかった場合や、行
政機関用端末１３１又は民間企業用端末１４１へ運転者１の救助を要請する操作が行われ
なかった場合に、民間企業用端末１４１へ運転者１の救助信号を送信するようにしてもよ
い。また、サーバ１０１は、運転者１の異常を通知した後に、医療従事者用端末１１１が
応答しなかった場合や、医療従事者用端末１１１から行政機関用端末１３１又は交通機関
用端末１５１へ運転者１の救助を要請する操作が行われなかった場合に、交通機関用端末
１５１へ運転者１の救助信号を送信するようにしてもよい。
【０１０４】
なお、本実施形態において、運転者１が運転可能な状態であるかを判定するために、許容
情報と、センサ１３から受信した脈拍数及び間質液中グルコース濃度計測部４１から受信
した血糖値とを比較した。しかしながらこれに限定されず、センサ１３から測定される生
体情報は交感神経症状の有無を示す値であればよく、例えば、皮膚温度変化、又は発汗量
変化を示す値などであってもよい。
【０１０５】
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このようにして、本発明の実施形態に係る安全運転支援システム１００は、基準判定部の
判定結果に基づいて車両の運行状態を制御するため、運転者の健康状態を考慮して車両運
転時のサポートを行うことができる。特に、低血糖症患者による自動車の運転をサポート
することができる。
【０１０６】
＜安全停車支援方法＞
図１５は、本発明の一実施形態に係る安全停車支援方法を説明するフロー図である。図１
６は、本発明の一実施形態に係る安全停車支援方法を説明する模式図である。一実施形態
において、基準判定部３１ｂが脈拍計で測定された心拍数が所定数以上であり、且つ間質
液中グルコース濃度計測器により測定された血糖値が所定数未満であると判定した場合に
は、制御部３１は、車両制御部５１に車両５０の減速と、先行車両６０との車間距離の調
整を要求する。車両制御部５１は、制御部３１の要求に対して、所定の運行条件に従って
車両５０を減速させ、先行車両６０との車間距離を調整する（Ｓ６０１）。このような車
両制御部５１による車両５０の制御は、クルーズコントロール機能を用いて実施すること
ができる。また、位置情報受信部５５は車両５０の位置情報を受信する（Ｓ６０３）。位
置情報受信部５５は、車両５０が停車可能な場所を検索する。即ち、位置情報受信部５５
は、現在走行している車両５０の位置情報と、地図情報とを比較して、車両５０を安全に
停車可能な場所を検索する（Ｓ６０５）。例えば、停車帯や停車可能な路肩、側道、コン
ビニエンスストア等であってもよい。なお、車両５０を停車させる場所は、後続する車両
の通行の妨げにならなければ、空き地や民家の庭先等何れの場所であってもよい。位置情
報受信部５５が車両５０を安全に停車可能な場所を検出した場合（Ｓ６０７）、制御部３
１は、表示部３３ａに停車勧告をするとともに、位置情報受信部５５、即ち、カーナビゲ
ーションシステムの表示装置に位置情報を表示し、案内図を表示する。また、音声出力部
３３ｂは、運転者１に停車を促すとともに、車両５０を誘導するための音声を出力しても
よい（Ｓ６０９）。このようにして、運転者１は、車両５０を安全に停車させることがで
きる（図１６）。
【０１０７】
図１７は、本発明の一実施形態に係る安全停車支援方法を説明するフロー図である。一実
施形態において、基準判定部３１ｂが間質液中グルコース濃度計測部４１により測定され
た血糖値が５０ｍｇ／ｄＬ未満である場合には、制御部３１は、車両制御部５１に車両５
０の減速と、先行車両６０との車間距離の調整を要求する。車両制御部５１は、制御部３
１の要求に対して、所定の運行条件に従って車両５０を減速させ、先行車両６０との車間
距離を調整する（Ｓ７０１）。また、位置情報受信部５５は車両５０の位置情報を受信す
る（Ｓ７０３）。位置情報受信部５５は、車両５０が停車可能な場所を検索する。即ち、
位置情報受信部５５は、現在走行している車両５０の位置情報と、地図情報とを比較して
、車両５０を安全に停車可能な場所を検索する（Ｓ７０５）。例えば、停車帯や停車可能
な路肩等であってもよい。位置情報受信部５５が車両５０を安全に停車可能な場所を検出
した場合（Ｓ７０７）、制御部３１は車両制御部５１に停車要求し、車両制御部５１は、
車両５０が停車可能な位置情報に基づいて、車両５０を停車させてもよい。このとき、車
両制御部５１は、車両５０のハザードランプを点滅させ、音声出力部３３ｂは、車両５０
が緊急停車する場合に、周囲に注意喚起するための音声を車外に出力する（Ｓ７０９）。
【０１０８】
また、基準判定部３１ｂは、車両制御部５１に車両５０の停車信号を送信し、車両制御部
５１は車両５０を停車させる（Ｓ７１１）。一実施形態において、制御部３１は、位置情
報受信部５５から車両５０が停車した位置情報を受信し、通信部３４を介して、サーバ１
０１へ車両５０が停車した位置情報を送信してもよい。また、制御部３１は、サーバ１０
１へ救助信号を送信してもよい（Ｓ７１３）。サーバ１０１は、医療従事者用端末１１１
へ運転者１の異常を通知するとともに、運転者１の生体情報等を送信してもよい。また、
サーバ１０１は、行政機関用端末１３１へ運転者１の救助信号を送信するとともに、運転
者１の生体情報等を送信してもよい。一実施形態において、サーバ１０１は、運転者１の
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異常を通知した後に、医療従事者用端末１１１が応答しなかった場合や、行政機関用端末
１３１又は民間企業用端末１４１へ運転者１の救助を要請する操作が行われなかった場合
に、民間企業用端末１４１へ運転者１の救助信号を送信するようにしてもよい。また、サ
ーバ１０１は、運転者１の異常を通知した後に、医療従事者用端末１１１が応答しなかっ
た場合や、医療従事者用端末１１１から行政機関用端末１３１又は交通機関用端末１５１
へ運転者１の救助を要請する操作が行われなかった場合に、交通機関用端末１５１へ運転
者１の救助信号を送信するようにしてもよい。
【０１０９】
一実施形態において、車両制御部５１は、クルーズコントロール機能により停車可能な位
置まで先行車両６０との車間距離を調整しながら走行し、停車可能な位置情報で、車両５
０に搭載されたカメラから取得した車両５０の周辺の画像を用いて、停車可能な位置に車
両５０を停車させてもよい。なお、位置情報受信部５５が車両５０の周囲に他の車両がな
いと判断した場合、または、車両５０に搭載されたカメラの画像解析から車両５０の周囲
に他の車両がないと判断した場合には、車両制御部５１は、すぐに車両５０を停車させて
もよい。
【０１１０】
以上説明したように、本発明の実施形態に係る安全運転支援システム１００は、基準判定
部の判定結果に基づいて車両の運行状態を制御するため、安全に車両を停車する支援をす
ることができる。
【符号の説明】
【０１１１】
１　運転者、３　搭乗者、１０　ウェアラブル端末、１０Ａ　ウェアラブル端末、１１　
記憶部、１３　センサ、１５　制御部、１６　通信部、１７　電源、１８　入力部、１９
　粘着層、２０　専用送受信機、３０　安全運転支援車載装置、３１　制御部、３１ａ　
認証部、３１ｂ　基準判定部、３２　記憶部、３２ａ　許容情報記憶部、３３　出力部、
３３ａ　表示部、３３ｂ　音声出力部、３４　通信部、４１　間質液中グルコース濃度計
測部、４３　センサ、４４　センサ素子、４５　制御部、４６　記憶部、４７　通信部、
４８　電源、５０　車両、５１　車両制御部、５３　電源、５５　位置情報受信部、６０
　先行車両、１００　安全運転支援システム、１００ａ　安全運転支援システム、１０１
　サーバ、１１０　医療機関、１１１　医療従事者用端末、１３０　行政機関、１３１　
行政機関用端末、１３３　救急車、１４０　民間企業、１４１　民間企業用端末、１４３
　支援車両、１５０　交通機関、１５１　交通機関用端末、２００　バス、２５０　タク
シー
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